
ごみ処理申込書 設置場所（※注） 

（2024年 3月現在） 

【本庁管内】 

〇市役所本庁舎（1階案内）  〇松阪市リサイクルセンター 

〇松阪市一般廃棄物最終処分場  〇ワークセンター松阪 

〇朝見地区市民センター   〇阿坂地区市民センター 

〇射和地区市民センター   〇伊勢寺地区市民センター 

〇宇気郷地区市民センター  〇大石地区市民センター 

〇大河内地区市民センター  〇神戸地区市民センター 

〇櫛田地区市民センター   〇漕代地区市民センター 

〇茅広江地区市民センター  〇西黒部地区市民センター 

〇橋西地区市民センター   〇機殿地区市民センター 

〇花岡地区市民センター   〇東黒部地区市民センター 

〇東地区市民センター   〇松尾地区市民センター 

〇松ケ崎地区市民センター  〇港地区市民センター 

〇徳和地区コミュニティセンター  〇松阪市産業振興センター 

〇松阪公民館    〇幸公民館 

〇第一公民館    〇第二公民館 

〇鎌中地域交流センター   〇クラギ文化ホール管理事務所 

〇第一隣保館    〇第二隣保館 

 

【嬉野管内】 

〇嬉野地域振興局   〇中川コミュニティセンター 

〇嬉野公民館    〇中郷公民館 

〇中川新町交流センター   〇中原文化センター 

〇宇気郷出張所 

 

【三雲管内】 

〇三雲地域振興局   〇三雲リサイクルセンター 

〇米ノ庄公民館    〇小野江公民館 

〇鵲公民館 

 

【飯南管内】 

〇飯南地域振興局   〇飯南産業文化センター 

 

【飯高管内】 

〇飯高地域振興局   〇川俣出張所 

〇宮前公民館    〇赤桶公民館 

〇森出張所    〇波瀬出張所 

（順不同） 

(※注)2024年 3月時点の設置場所であり、 

2024年 4月以降は設置場所やその名称等が変更となっている場合があります。 


